
 

 

産業技術力強化法の一部を改正する法律案要綱 

 

１ 定義規定の改正 

産業技術研究法人の定義に、特殊法人であって、産業活動において利用される技術に

関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものを加える等この法律

において用いられる用語の定義を改正する。（第二条関係） 

 

２ 重点産業技術の指定 

我が国の産業技術力の強化のため産業技術に関する研究及び開発を重点的に推進する

ことが必要と認められるときは、政令で、当該産業技術を重点産業技術として指定する

ものとする。（第二十条関係） 

 

３ 重点研究開発計画の認定等 

（１）重点研究開発計画の認定等に関する規定を整備する。（第二十二条、第二十三条関

係） 

（２）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は認定事業者等の依頼に

応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点研究

開発計画に関する規定を整備する。（第二十四条～第二十八条関係） 

 

４ 重点産業技術共同研究開発機関の認定等 

（１）重点産業技術共同研究開発機関の認定等に関する規定を整備する。（第二十九条関

係） 

（２）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は重点産業技術共同研究

開発機関の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることと

する等、重点産業技術共同研究開発機関に関する規定を整備する。（第三十条、第三

十一条関係） 

 

５ 国が委託した研究及び開発の成果に係る特許権等の取扱いの特例 

  国が委託した重点産業技術に関する研究及び開発の成果に係る特許権等を受託者に帰

属させた場合、国が受託者に第三者への実施許諾を求めるときは、当該特許権等が重点

産業技術に関するものであることからその活用を促進するために特に必要がある旨を示

して求めることとする。（第三十二条関係） 

 

６ その他 

その他規定の整備をする。 

 

７ 施行期日等 

（１）この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。（附則第一条関係） 

（２）この法律の経過措置について定める。（附則第二条関係） 

（３）その他関係法律について所要の改正を行う。 


